
１．件名：国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所の許可使用に係

る変更許可申請に関する面談 

２．日時：令和２年１１月９日（月） １５時００分～１６時００分 

３．場所：原子力規制庁７階会議室 

４．出席者 

 原子力規制庁 

 長官官房放射線防護グループ 放射線規制部門 

中村放射線安全審査官、益子放射線安全審査官 

 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

原子力科学研究所 研究炉加速器技術部 研究炉技術課 マネージャー 

原子力科学研究所 臨界ホット試験技術部 ホット使用施設管理課 技術副主幹 

原子力科学研究所 保安管理部 施設安全課 技術副主幹 

安全・核セキュリティ統括部 安全・核セキュリティ推進室 技術副主幹、他１名 

５．要旨 

（１）国立研究開発法人日本原子力研究開発機構から、原子力科学研究所（水使第８号）

において下記の変更に伴う変更許可申請を行う予定であることを、資料に基づき

説明があった。 

① ラジオアイソトープ製造棟における変更 

・９９Ｍｏ製造技術開発に係る密封されていない放射性同位元素（９９Ｍｏ－９９ｍ

Ｔｃ）について、使用数量と貯蔵数量を増やす。 

・研修実験に係る密封されていない放射性同位元素（３２Ｐ，１０８Ａｇ）につい

て、使用数量を増やす。 

・３０２号室貯蔵箱を廃止し、研修実験に使用する密封されていない放射性同

位元素の貯蔵の場所を３０２（２）号室貯蔵室に集約する。３０２（２）号

室貯蔵容器の内容物の物理的性状に、液体を追加する。 

② 第４研究棟における変更 

・４０７号室で密封されていない放射性同位元素の線源製造に用いる密封され

た放射性同位元素について、２２６Ｒａを追加する。 

・３１０ＢＣ号室で電位測定試験のために使用、貯蔵する密封された放射性同

位元素について、６０Ｃｏ、９０Ｓｒ、１３７Ｃｓ、２４１Ａｍを追加する。 

・作業室に設置されていた流しの一部について、撤去と移設を行う。なお、排

水設備の増設は行わないため、施設検査対象外と考える。 

・作業室に設置されていたグローブボックスの一部について、撤去を行う。な

お、排気設備の増設は行わないため、施設検査対象外と考える。 



（２）原子力規制庁は、原子力科学研究所に対し、以下について伝えた。 

 第４研究棟４０７号室における変更については、変更対象となる放射性同位

元素の使用の方法を明確にすること。 

（３）国立研究開発法人日本原子力研究開発機構から、規制庁からのコメントについて

了解した旨の回答があった。 

６．配付資料 

 ラジオアイソトープ製造棟の許可使用に係る変更許可申請について 

 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所の第 4 研究棟に

おける放射性同位元素等の許可使用に係る変更許可申請について 


